
報告第２号

債権の放棄について

松前町債権の管理に関する条例第１３条の規定により、下記の債権を放棄し

たので同条例第１４条の規定により報告します。

令和２年６月１０日提出

松前町長 石 山 英 雄

記

１ 放棄した債権の名称、件数、金額及び事由

債権の名称 件数 金額 事由

学校給食費 10件（ 1名） 299,500 円 第４号（債務者死亡）

国民健康保険診療
報酬等返納金 1件（ 2名） 1,318,723 円 第２号（時効）

国民健康保険診療
報酬等返納金加算金 1件（ 2名） 1,323,822 円 第２号（時効）

水道料金 1件（ 1名） 4,104 円 第３号（破産）

1件（ 1名） 2,754 円 第４号（債務者死亡）

小計 2件（ 2名） 6,858 円

休栓料金 2件（ 1名） 14,580 円 第４号（債務者死亡）

病院診療費 8件（ 4名） 511,518 円 第１号（生活困窮）

23件（15名） 394,417 円 第４号（債務者死亡）

43件（30名） 589,537 円 第４号（所在不明）

小計 74件（49名） 1,495,472 円

合計 90件 (57名） 4,458,955 円

※事由の号数は、松前町債権の管理に関する条例第１３条各号による。

２ 放棄した時期

令和２年３月３１日


